
　操作方法（動画） 　　　　　マイナポータル連携について

⇒　木更津市役所　市民税課　　☎０４３８－２３－８５７１

⇒　国税相談専用ダイヤル 　 　 ☎０５７０－００－５９０１

　　　　　　※当日枠が埋まり次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。

　　　　　　※ご自身で作成した申告書の提出のみの場合は事前予約不要です。

　◎次に該当する方は、税務署会場（スパークルシティ木更津４階）で申告相談をお願いします。

木更津市役所が開設する申告会場　出張受付期間は終了時間が異なります。

　　　　　　※１月５日（月）～２月１３日（金）の間は、市民税課にて事前予約不要で
　　　　　　　　市・県民税申告のみ受け付けています。

　◎持ち物など詳しくは、広報きさらづ１月号・２月号をご覧ください。

　　　・医療費控除を申請する方は、事前に「医療費控除の明細書」の作成が必要です。

　　　・ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方が確定申告をした場合、特例の適用がなくなります。
　　　　確定申告時に、改めてふるさと納税の申告が必要です。「寄附金受領証明書」を必ずご持参ください。

　　　・新たに住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける　・令和７年から事業を始めた　　・令和６年分以前の確定申告をする

　　　　※スパークルシティ木更津では、確定申告についての電話でのお問い合わせには応じていません。

木更津税務署が開設する申告会場

確定申告会場への入場には、LINEによるオンライン事前予約が必要です。

　　　　※当日、会場にて入場整理券を配付していますが、長時間お待ちいただく場合があります。

　　　　※入場整理券の配布が終了次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。

　　　【郵送先】〒262-8507　千葉市花見川区武石町1-520　東京国税局業務センター千葉西分室(木更津税務署)
　◎申告書などの提出のみの方は、下記へ郵送または木更津税務署窓口にてご提出ください。

　　　スマートフォン・パソコンでも確定申告できます！
◎申告会場に行くことなく、ご自宅でマイナンバーカードとスマートフォン・パソコンで確定申告をすることができます。

確定申告書等作成コーナー　　　　

【問い合わせ先】　　市・県民税の申告について
確定申告（所得税）について

確定申告および市・県民税申告 受付日程表

混雑緩和のため、上記会場での申告は『事前予約優先制』となります。
◎予約フォームにて事前予約が必要です。（電話・窓口での予約受付は行っていません。）

　　　　　　※当日受付枠を設けていますが、事前予約がない時間枠での受付となるため、長時間お待ちいただく場合があります。

　　　・土地、建物や株式等の譲渡所得があった　　　　　・その他分離課税の申告をする　・青色申告している

令和７年分 令和８年度 （令和７年分）

開設期日 確定申告会場 受付時間 その他

２月１６日（月）

～

３月１６日（月） ※会場に無料駐車場はありません

スパークルシティ木更津４階
（木更津市富士見１－２－１） 午前８時３０分～午後４時

 土・日曜日、祝日は行いません。
 ※確定申告のほか、個人消費税・贈与税の申告
　　も受け付けします。
 ※市・県民税の申告は受け付けていません。

国税庁LINE公式アカウント
を「友だち追加」して予約！

開設期間 その他
２月１６日（月）

～

２月２０日（金）

２月２４日（火） 富来田公民館
　 午前９時～正午
　 午後１時～午後３時

２月２５日（水） 富来田公民館

２月２６日（木） 岩根公民館

２月２７日（金） 岩根西公民館

３月　２日（月） 清見台公民館

３月　３日（火） 八幡台公民館

３月　４日（水） 畑沢公民館

３月　５日（木）
～

３月１３日（金）

確定申告および市・県民税申告会場

出
張
受
付
期
間

　 午前９時～正午
　 午後１時～午後４時

　 午前９時～正午

　 午前９時～正午
　 午後１時～午後３時

　土・日曜日、祝日は行いません。
木更津市役所

朝日庁舎２階 会議室２－５

　この期間は、
　木更津市役所 朝日庁舎では、
　申告は受け付けていません。

　確定申告は、下記の税務署会場
　（スパークルシティ木更津４階）、
　確定申告および市・県民税申告は、
　左記の出張会場（公民館）で
　受け付けています。

　公民館では、申告についての電話での
　お問い合わせには応じていません。

木更津市役所
朝日庁舎２階 会議室２－５

　 午前９時～正午
　 午後１時～午後４時

　土・日曜日は行いません。
　3月16日は、確定申告を受け付けません。

１月５日(月)正午から予約開始！

予約フォームはこちら


